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最初に

なぜ新技術を導入する

必要があるのか？
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【出展】厚生労働省ホームページより https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html

日本の人口は減少傾向

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html


4【出展】厚生労働省ホームページより https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html

働き手不足 ひいては人材の奪い合い

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html
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建設業の仕事は減らない
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２０１５年 関東・東北豪雨（９月）

２０１６年 熊本地震（４月）

２０１７年 九州北部豪雨（７月）

２０１８年 西日本豪雨（７月）、北海道胆振東部地震（９月）

２０１９年 台風15号（９月）、東日本台風（１０月）

２０２０年 ７月豪雨(球磨川）、大雪（１２月）

２０２１年 ７月大雨（熱海）

２０２２年 ８月大雨

２０２３年 石川能登地方地震（５月）

土石流等による被害
（新潟県村上市）

主要地方道長井飯豊線 橋梁崩壊
（山形県飯豊町）

相次ぐ自然災害
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 インフラの整備・管理の担い手

 （災害発生時の安全確保等を行う）

地域の守り手

新３Ｋの実現に向けて

給料が良い

休暇が取れる

希望が持てる

生活に欠かせない建設業という存在

建設現場の生産性向上・技術開発の推進

カッコイイ！

新４Ｋ
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つまり、なぜ新技術を活用するのかというと

インフラの整備・管理の担い手

地域の守り手

である建設業界が持続するために

新技術を取り入れて

〇現場を楽にする

〇生産性を向上させる

〇魅力を高める



〇想定する将来
• 20～30年先（おおむね2040～2050 年頃）

〇内容
• 将来の日本社会を念頭に、国土交通分野の技術研究開発等
（産学官）を通じて実現を目指す社会イメージ

• 国民目線・利用者目線でイラストにより可視化
（どのような生活が望まれるか、実現すべきか）

• 国民の生活・活動の６分野を例として作成

長期的な視点で実現を目指す「将来の社会イメージ」をイラスト形式
で作成

9

目指すべき技術開発とは

『第５期国土交通省技術基本計画』（令和４年４月28日公表）
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デジタル技術とデータの力により、インフラの生産性を高めるとともに、新たな価
値を創出するためには、絶え間ない業務変革が必要

変革し続ける

実現を目指す20～30年後の将来の社会イメージの例（第５期 国土交通省技術基本計画より）

①国土、防災・減災 ②交通インフラ、人流・物流 ③くらし、まちづくり

④海洋 ⑤建設現場 ⑥サイバー空間

目指す姿



※20~30年先（おおむね2040~2050年頃）の将来を想定し、長期的な視点で実現を目指す将来の社会イメージとして作成

将来の社会イメージ ⑤建設現場

11

人手不足の状況下でも生産性・安全性が最大限高まるような
建設施工の自律化・遠隔化などが実現する社会
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〇令和５年度にPRISMから移行 各課題１年間～３年間
〇全省合計で約７０億円（令和５年度）、国交省約２０億円

〇現在第３期 令和５年度～令和９年度の５年間
〇１４課題合計約２８０億円（令和５年度）、その内「スマートインフラマネジメント

システムの構築」約２０億円、「スマート防災ネットワークの構築」約２４億円

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）

研究開発とSociety 5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）

〇フェーズ３基金を造成 令和５年度～令和９年度の５年間
〇全省合計で約２,０００億円(５年間)、その内国交省配分額約３００億円(５年間)

SBIRフェーズ３基金

〇各課題１年間～３年間
〇令和５年度は全体約２．２億円、一般タイプは上限２,０００万円（最大２年）、

中小・スタートアップ企業タイプは上限２,５００万円（最大３年）

※Small/Startup Business Innovation Research

SBIR※ 建設技術研究開発助成制度

技術開発に向けた大きな期待
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〇「ものづくり日本大賞」では、幅広い分野において中核を担う中堅世代のうち、
特に優秀と認められる人材を表彰（３年に１度開催）

○開催前年・前々年の国土技術開発賞（最優秀賞・優秀賞）受賞者が表彰対象

ものづくり日本大賞

〇第７回（募集中）より、「内閣総理大臣賞」を新設
〇メンテナンス実施現場における工夫部門、メンテナンス実施現場における工

夫部門、技術開発部門の３部門

インフラメンテナンス大賞

〇令和４年度より、「スタートアップ奨励賞」を新設
〇工事・業務部門、地方公共団体等の取組部門、 i-Construction推進コンソー

シアム会員の取組部門の３部門

インフラDX大賞（旧:i-Construction 大賞）

〇令和５年度より、「国土交通スタートアップ大賞」を新設
〇国土交通分野におけるイノベーションの創出や国土交通分野の発展に対する

寄与などに関し、評価の高い企業に対して付与

日本スタートアップ大賞

建設関係の良い技術・取組みは評価されるべき
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新技術を知るために、よりよい新技術が現れるために

これらの研究開発を促す制度だけではなく

開発された技術を広める・高めるための制度

 研究開発を支援する制度

 表彰する制度

新技術活用システム



新技術情報提供システム
（New Technology Information System）

を中核とする、

 新技術情報の収集と共有化

 直轄工事等での活用

 効果の検証・評価

 さらなる改良と技術開発

一連の流れを体系化したもの

新技術活用システムとは、民間事業者等により開発された有用な新技術を

公共工事等において積極的に活用していくためのシステム

新技術の
開発・改良
（開発者）

新技術の活用
（公共工事）

新技術の
客観的評価

（産学官の評価会議）

登録

情報
提供

評価の
公表

NETIS

新技術活用システムとは

15



「新技術」とは、

 技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている。

 実用化している公共工事等に関する技術

 当該技術の適用範囲において従来技術に比べ活用の効果が同程度以上の技術又は 同

程度以上と見込まれる技術

 「技術の成立性」とは、論理的な根拠があり、技術的な事項に係る性能、機能等が当該技

術の目的や国が定める基準等を満足することをいう。

 「実用化」とは、利用者の求めに応じて当該技術を提供可能な状態にあるものをいう。

 「従来技術」とは、公共工事等において標準的に使用される技術等をいう。

 「従来技術に比べ活用の効果が同程度」とは、技術的事項及び経済性等の事項のうち、

一部の事項は従来技術より優れているかまたは劣っているが、総合的な効果では従来技術

と同一の度合いであると判定することをいう。

新技術活用システムでの「新技術の定義」

16



NETIS
（New Technology Information System ： 新技術情報提供システム）

公共事業が抱える様々な課題に対し、民間企業などで
開発された技術を募集し、新技術情報をインターネット上に
公開し、検索を可能にしたデータベースシステムです。

運営は国土交通省が
行っています。
現在の掲載技術数は
約3,000件となっています。

NETIS（新技術情報提供システム）について

17

NETISサイトアドレス
https://www.netis.mlit.go.jp/netis/



＜施工者目線＞
〇工種、技術の区分、キーワード等を選択して、知りたい新
技術情報を取得

〇新技術の概要、期待される効果、適用条件、適用範囲
の確認

〇従来技術との比較の確認
〇単価や施工方法、施工実績の確認
〇新技術の開発者への問合せ先の確認
〇新技術の積極的な活用の検討へ利用 等

＜技術開発者目線＞
〇現場での評価情報を踏まえた技術開発 等

NETISの活用により可能になること

18



●「申請情報」は、技術開発者からの申請に基づく情報。国土交通省の
評価では無い
●「評価情報」は、活用等を行った結果に基づく情報。個々の現場の条件
その他により評価は変わりうる
●現場毎の条件の適合性等による判断に応じて設計・工事担当部署が
それぞれ行うもの。

技術情報

◇◇工法 ▽▽材料

技術情報

・・・

『新技術活用評価会議』による

事後評価

直轄工事等での
新技術の試行・活用

ＮＥＴＩＳ
（申請情報）

NETIS
（評価情報）

民間等の技術開発

技術情報の登録申請

容易に誰でも
検索利用可能

事後評価

○○工法 △△材料

・・・

事後評価

NETIS（申請情報）は
カタログ情報の集まり

NETIS掲載情報は、当該技術に関する証明、認証その他何ら技術の裏付けを行うものではなく、新技術活用にあたっての参考情報です。

ＮＥＴＩＳの申請情報・評価情報

19



有用な新技術の選定
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有用な新技術のインセンティブ

① 工事発注時の総合評価方式での
加点（当該工事への効果が見込
まれるもの）

② 工事成績評価での加点（発注者
指定型を除く）

③ 設計業務の比較検討において対象
技術となる（共通仕様書に規定）
等

■新技術活用システム検討会議等が選定する有用な新技術

※件数：令和４年９月時点

推奨技術の選考要件

① 従来に比べ飛躍的な改善
効果を発揮

② 先駆的な取組みであり、 幅
広い活用が期待される

③ 技術内容が画期的で、将
来飛躍的な効果の改善が
期待できる

④ 国際的に先端を行く技術、
先進諸国への技術展開の
期待

⑤ 応用性等が高く、国際的な
課題の解決に資する

⑥ 一般化・標準化に向けて活
用を促すべき技術

推奨技術（5件）

準推奨技術（13件）

活用促進技術（約200件）

NETIS登録技術（約3,000件）

公共工事等に関する技術の水準を一層高めるために
新技術活用システム検討会議（本省）にて選定された
画期的な新技術

公共工事等に関する技術の水準を一層高めるために
新技術活用システム検討会議（本省）にて選定された
画期的だが、更なる発展を期待する部分がある新技術

新技術評価会議（地整等）にて選定された
総合的に活用の効果が優れている新技術、
特定の性能または機能が特に優れている新技術 等



国土交通省発注工事で活用され、国の機関により活用後の事後評価を受けた新技術のうち、特に優れた技
術と認められたものが「有用な新技術」 として取り扱われ、その評価内容から「推奨技術」「準推奨技術」「評
価促進技術」「活用促進技術」に分類されます。

NETISサイトトップページ

有用な新技術一覧

「有用な新技術リスト」をNETISで公開しています。

NETIS（新技術情報提供システム）について

21



新技術の原則義務化
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【目的】
直轄工事において、ICT活用を推進するとともに、新技術の活用促進と新たな技術開発の活性化の好循環を起こ
し、生産性向上や激甚化・頻発化する災害への対応、最新技術を活用する産業として担い手確保等に資すること。

【対象とする新技術】
１）NETIS登録技術
２）NETISテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術
３）新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術
４）新技術ニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

【活用方法】
①発注者指定型
・工事公告時に発注者が新技術を個別指定して活用する。

②発注者指定型（選択肢提示型）

・工事公告時に、特定のテーマに関する複数の新技術を提示。契約後、施工者が新技術を選択して活用する。

③施工者選定型

・①②のいずれでもない場合は、受注者は、対象とする新技術からいずれかを選定して活用する。

新技術名称 NETIS番号 備考

○○工法 KK-○○○○-VE

③：新技術リスト（例）
【テーマ】工事写真管理の生産性向上に資する技術

令和５年度から直轄工事においてNETIS登録技術の活用を原則義務化

※対象工事：災害復旧工事等の適用困難な工事を除く直轄土木工事。



• NETISに掲載されている新技術を活用する
ことが目的ではない

• NETISに掲載されている情報等を参考に
現場をより良くすることが大事
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ご清聴ありがとうございました。


